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第11章 	行政体制の整備・情報政策の推進

	 第1節	 	独立行政法人に関する取組み

	1	無駄削減に向けた取組みの実施
厚生労働省では、所管する事業について、無駄削減に向けた取組みを進めてきた。
これまでに実施した行政事業レビュー等により、2010（平成22）年度から2015（平
成27）年度までで計2兆1,700億円の削減を行った。
（内訳：2010年度▲6,500億円、2011年度▲5,500億円、2012年度▲2,500億円、
2013年度▲4,800億円、2014年度▲1,300億円、2015年度▲1,100億円）
今後も、無駄削減に取り組むこととしている。

	2	独立行政法人に関する取組み
厚生労働省所管の独立行政法人は、2016（平成28）年4月1日現在19法人（他省との
共管法人2法人を含む。）となっている。

（1）独立行政法人改革の推進
独立行政法人については、行政改革の推進という観点から、これまでも様々な取組みが
進められているが、2013（平成25）年12月24日に独立行政法人の制度や組織等を見直
すことを内容とする「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」が閣議決定された。
同方針の内容を踏まえた、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法
律の整備等に関する法律（平成27年法律第17号）が第189回国会において成立し、同
法律により、2016（平成28）年4月1日から、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と
独立行政法人労働者健康福祉機構が統合され、独立行政法人労働者健康安全機構が発足す
るなど、厚生労働省においても独立行政法人の組織や事務・事業の見直し等の改革を着実
に推進しているところである。

（2）中期目標期間終了時の見直し
独立行政法人においては、3年から5年までの定められた期間（中期目標期間）の終了
時に、組織体制や業務全般の見直しが行われることになっているが、2015（平成27）年
度中に中期目標期間が終了した以下の独立行政法人について、次のとおり見直しを行うこ
ととした。
【（独）労働安全衛生総合研究所】
・国内外の大学等との連携・交流を一層促進するなどにより、本法人が担うべき真に必
要な労働災害防止、職場における労働者の健康と安全に資する調査研究の業務に重点
化する。
・労働安全衛生総合研究所の労働災害防止に係る基礎・応用研究機能と労災病院が持つ
臨床研究機能との一体化による相乗効果を最大限に発揮できる研究に取り組むととも
に、研究が機動的かつ機能的に実施できる体制を構築する。
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※（独）労働安全衛生総合研究所については、上記（1）のとおり2016（平成28）年
度より（独）労働者健康福祉機構と統合し（独）労働者健康安全機構となった。上記
見直しについては、（独）労働者健康安全機構の中期目標に盛り込んだ。

	 第2節	 	広報体制の充実

	1	新しい情報発信手段の活用
従来の報道発表資料等による情報発信に加え、国民の幅広い層にイベントや会議の案
内、新制度の情報等をお知らせするため、ツイッター、YouTube等の新しい情報発信手
段を活用している。
ツイッターについては、2010（平成22）年9月に開始し、約37万のフォロワー（閲
覧者）を持ち、月平均約151件ツイート（投稿）している。
YouTubeについては、約930本の動画を配信し、これまで延べ523万回の再生回数を
数えている。

	 第3節	 	情報化の推進

	1	情報化の推進
厚生労働分野では、社会保障費の増大や国民の厚生労働行政に対するニーズの多様化、
開かれた行政への取組みなど、多くの課題に直面している。こうした課題に対して、発展
著しいIT技術を活用して解決を図れないかという問題意識の下、厚生労働省としては、
医療・健康・介護・福祉・労働・行政サービスの各分野において、2016（平成28）年5
月20日に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言」なども踏まえつつ、引き続き、
情報政策の推進による改革に取り組んでいくこととしている。

	2	情報化の推進に向けた主な取組み
（1）厚生労働分野におけるIT利活用の促進
1医療・健康・介護分野等の情報化
ICT（情報通信技術）の発展を受け、政府としては、2001（平成13）年に高度情報通
信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）を設置して以来、高度なIT利活用社会
の実現に向けた議論を続けてきており、2013（平成25）年からは、毎年「世界最先端
IT国家創造宣言」が閣議決定されている。
急速に進む高齢化や厳しい保険財政のなかで、健康・医療・介護分野においても、ICT
が課題解決のためのツールとしてより質の高いサービス提供の実現に資することができる
ものと期待されることから、「『日本再興戦略』改訂2015」（平成27年6月30日閣議決定）
においても、医療・介護等分野におけるICT化に関する施策が多く盛り込まれている。
これらを踏まえ、厚生労働省としては、今後主に、次の3つの取組みを行うこととしてい
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る。
1点目は、保険医療分野での地域医療連携や医学研究に利用可能で患者を一意的に識別
可能なID（情報連携等に用いる識別子）の導入である。まず、マイナンバーカードを健
康保険証として利用可能とすることとしている。具体的には、マイナンバー制度のインフ
ラを活用して、医療機関の窓口でのオンラインによる医療保険資格確認のシステムを導入
することとしている。さらに、こうしたオンライン資格確認のインフラを活かし、医療機
関間の連携や研究開発に利用可能な、医療等分野のIDを導入することとしている。これ
らについては、2018（平成30）年度から段階的運用を開始し、2020（平成32）年から
本格運用することとしている。
2点目は、医療機関のデータのデジタル化と、地域の医療機関間のネットワーク化であ
る。現在、各地域の取組みとして、医療機関や介護事業者等の間で、ICTを活用したネッ
トワークが構築されており、こうした取組みについて、2018年度までの全国への普及・
展開を目指すこととしている。また、医療機関のデータのデジタル化の推進として、地域
医療において中核的な役割を担うことが特に期待される400床以上の一般病院の90％が
電子カルテを導入することを目指すこととしている。
3点目は、医療データの利用拡大のための基盤整備である。具体的には、レセプトの全
国規模のデータベース（NDB）や、手術症例の実績などカルテ情報のデータベース
（NCD等）等の各種データベースについて、拡充や研究分野等への利用拡大を図るとと
もに、各種データベースの相互利用の実現に向けた研究事業等を2015（平成27）年度か
ら実施している。

2就労・労働分野の情報化
就労・労働分野においては、ハローワークインターネットサービスにおいて、全国のハ
ローワークで受理した求人情報のほか、ハローワークの利用方法等、求職者や事業主に役
立つ情報を提供している。
また、事業主がハローワークに対して行う雇用保険関係手続についてもオンライン申請
を行うことが可能となっており、「離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届」の
受付を行う等の利便性向上により、活用促進に取り組んでいる。
さらに、ハローワークを利用したことがない方も含めて、新規大学卒業者等に対して、
就職活動に役立つ様々なイベントの情報や新規学卒者等を募集する企業の求人情報等をイ
ンターネットにより提供する「大卒等就職情報WEB提供サービス」も行っている。
そのほか、2015年11月より、「ユースエール認定企業・若者応援宣言企業検索システ
ム」を開設した。当該サイトでは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況
などが優良な中小企業として若者雇用促進法に基づき認定を受けた「ユースエール認定企
業」や、一定の数値基準は満たしていないものの、若者の採用・育成に積極的な「若者応
援宣言企業」について、企業ごとに企業概要、雇用管理の状況、求職者に向けたメッセー
ジ等を掲載している。これらの企業のインターネットを利用した情報発信を後押しするこ
とで、若者の雇用管理が優良な中小企業と若者のマッチングを強化し、若者の適職選択と
企業が求める人材の円滑な採用を支援している。
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3「社会保障・税番号制度」の導入
社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・透明性・効率性
を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという観点から社会保障・税番号制度の検
討が進められ、2013年5月には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律」が成立した。厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保
険、福祉、労働保険の各分野における手続が対象となっており、これらの手続において、
国民一人ひとりに付番されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に情報の連携を行うこ
とで、所得証明書等の添付書類の省略や給付調整事務の効率化等のメリットが期待されて
いる。また、2015年9月3日に、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、
マイナンバーの利用範囲が拡大された。具体的には、社会保障分野においては、マイナン
バーを利用して、健康保険組合等の行う特定健康診査情報の管理等が可能とされるととも
に、地方公共団体間における予防接種履歴に関する情報連携を行うことが可能とされた。
2015年10月に住民へのマイナンバーの通知、2016（平成28）年1月に行政機関等にお
けるマイナンバーの利用が開始された。2017（平成29）年7月からは、地方公共団体等
との情報連携開始を予定している。

（2）行政サービス分野におけるIT利活用の推進
社会保険・労働保険分野等の行政手続については、「電子政府の総合窓口（e-Gov）」の
ホームページから、オンライン申請が可能となっている（図表11-3-1）。

	 図表11-3-1	 電子政府の概要

記入漏れ等のミス防止！
まとめて申請可能！

24時間365日いつでも！
自宅や会社のパソコンから！

申請者

（4）電子申請の受付

（申請の処理状況の確認も可能）

（1）事前準備（PCの設定等）
（2）申請データを入力
（3）電子署名

（6）手続完了や文書発行の通知
　　（電子公文書を発行する場合もある）（7）内容を確認し、申請完了

（5）審査

送信

（確認）

通知等

【手続例】
・資格取得届
・算定基礎届
・賞与支払届
・年度更新申告 等

電子申請のイメージ

電子申請のメリット

オンライン申請については、「オンライン手続の利便性向上に向けた改善方針」（平成
26年4月1日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき「厚生労働省改
善取組計画」を策定し、オンライン手続に係る更なる負担軽減、処理の迅速化等を図るた
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めの改善事項や評価指標を定めて、計画的に取り組むこととしている。
また、「世界最先端IT国家創造宣言」（平成28年5月20日閣議決定）に基づき、情報シ
ステムの統廃合、クラウド化等の政府全体を通じた業務・システム改革の推進に取り組ん
でいる。
日本年金機構では、2011（平成23）年2月からいつでもご自身の年金記録を確認でき
る「ねんきんネット」のサービスを開始している。「ねんきんネット」では、自分の人生
設計に合わせた働き方などの条件を設定して年金見込額を試算できる機能や、持ち主不明
の年金記録を検索できる機能等に加え、年金の届書を作成する機能やスマートフォンへの
対応など、更なるサービスの拡充を進めている。

	3	個人情報保護
「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）（2005（平成17）年4月1日全面施
行）の施行に伴い、厚生労働行政の分野においても、その分野の実情に応じたガイドライ
ン等を策定している。
2006（平成18）年2月には、政府として、法律に対する誤解等に起因するいわゆる

「過剰反応」等に対して、法の解釈や運用基準を明確化し、ガイドライン等を必要に応じ
て見直し、民間事業者等へ周知徹底等の取組みを連携して推進すること「個人情報保護関
係省庁連絡会議申合せ」（2006年2月28日）とされたことを受けて、同年4月には、「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」の見直しを
行った。
また、診療記録の開示も含めた診療情報の提供については、患者と医療従事者とのより
良い信頼関係の構築、情報の共有化による医療の質の向上等の観点から積極的に推進する
ことが求められている。医療機関による診療情報の提供について不適切な事例が見受けら
れるため、2010（平成22）年9月に、医療機関の保有する個人情報の開示等に当たって、
患者・利用者等の自由な求めを阻害しないよう、開示等を求める理由を尋ねることは不適
切であることをガイドライン上に具体的に明示した。そのほか、2013（平成25）年10
月には、モバイル端末の普及や外部保存の進展に鑑み、「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」の改正を行った。
さらに、2015（平成27）年9月3日に、要配慮個人情報や匿名加工情報といった概念
を創設し、個人情報保護委員会を新設する等の内容を含む「個人情報の保護に関する法律
及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改
正する法律」が成立した。
現在、同法の施行に向け、個人情報保護委員会を中心に、個人情報の定義の明確化等に
ついての具体的な内容や現行のガイドラインの改正等について検討が行なわれている。

	 第4節	 	行政機関における情報公開・個人情報保護等の推進

	1	行政機関情報公開法の施行
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（行政機関情報公開法）（2001（平成
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13）年4月1日施行）は、政府の諸活動に係る説明責任が全うされるようにするとの考え
方を基本に、何人も国の行政機関の保有する行政文書の開示を求めることが出来る権利を
定めたものであり、厚生労働省としても、同法に基づき、保有する行政文書について開示
請求があった場合は、不開示情報として規定された六つの類型（①個人に関する情報、②
法人等に関する情報、③国の安全等に関する情報、④公共の安全等に関する情報、⑤審
議、検討等に関する情報、⑥行政事務、事業に関する情報）に該当するもの以外の情報を
開示している。
2014（平成26）年4月から2015（平成27）年3月までの厚生労働省に対する開示請
求件数は13,009件であり、この受付件数は全省庁で3番目に多く、また、その開示請求
のあった分野も広範囲にわたっており、国民生活に密接に関連する厚生労働行政に対する
国民の関心の高さをうかがうことができる。
また、同時期における開示決定等件数は12,025件（取下げが840件）であり、開示決
定等件数のうち、開示請求のあった行政文書について全部を開示する決定がされた件数は
2,814件、一部を開示する決定がされた件数は8,858件、不開示の決定がされた件数は
353件であった。

	2	行政機関個人情報保護法の施行
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（行政機関個人情報保護法）（2005
（平成17）年4月1日施行）は、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項
を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する
ことを目的としたものであり、厚生労働省としても、同法に基づき、保有個人情報につい
て開示請求があった場合は、不開示情報として規定された七つの類型（①生命、健康、生
活又は財産を害するおそれがある情報、②開示請求者以外の個人に関する情報、③法人に
関する情報、④国の安全等に関する情報、⑤公共の安全等に関する情報、⑥審議、検討等
に関する情報、⑦行政事務、事業に関する情報）に該当するもの以外の情報を開示してい
る。
2014（平成26）年4月から2015（平成27）年3月までの厚生労働行政に対する開示
請求件数は6,736件、訂正請求件数は21件、利用停止請求件数は1件であった。開示請
求件数は全省庁で3番目に多く、行政事務の性格上、個人情報を多数保有する厚生労働省
の特徴を示している。
また、同時期における開示決定等件数は6,497件（取下げが101件）であり、開示決
定等件数のうち、開示請求のあった個人情報について全部を開示する決定がされた件数は
1,850件、一部を開示する決定がされた件数は4,442件、不開示の決定がされた件数は
205件であった。

	3	公益通報者保護法の施行
2006（平成18）年4月1日に、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の
無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより、公
益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法
令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを
目的とする「公益通報者保護法」が施行された。厚生労働省においては、公益通報窓口を
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設置し、内部職員等及び外部の労働者からの公益通報の受付を行っている。受理した公益
通報については、通報に関する秘密を保持した上で、必要な調査を行い、通報対象事実が
あると認められる場合は、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講ずることとしている。
2014（平成26）年4月から2015（平成27）年3月までの厚生労働省が所管する法律
に関する外部からの公益通報の受理件数は4,122件であり、この受理件数は全行政機関の
受理件数の96.2％を占めており、国民生活に密接に関連する厚生労働行政の特徴を表し
ている。

	4	「国民の皆様の声」の集計報告
厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」については、厚生労働行政の政策改善につ
ながる契機となるものであることから、2009（平成21）年11月2日より、集計結果と
対応等を取りまとめたものを公表しているところである。
昨年度の集計件数は106,961件（2015（平成27）年4月～2016（平成28）年3月集
計分）となり多数のご意見、ご指摘等が寄せられているが、省内で情報を共有し、業務の
改善に努めているところである。

	5	厚生労働行政モニターについて
厚生労働省が担当する施策には、福祉、医療、年金、働く環境の整備や職業の安定な
ど、国民生活に密着したものが多数ある。
厚生労働省では、これらの施策の企画・立案、実施に当たって、広く人々が日々の生活
で、どのようなことを体験し、問題と感じ、また、それを解決するためにどうすべきと考
えているのかを把握することが重要であることから、2001（平成13）年10月に「厚生
労働行政モニター制度」を創設した。
厚生労働行政モニターは、毎年募集を行い、地域、職種などのバランスをとった上で
450名の方々を選定し、厚生労働行政の各種施策についての意見などを書面で報告してい
ただく随時報告のほか、モニター会議を開催し参加された方から直接ご意見をいただいて
いる。
随時報告については、省内関係部局に配布し、今後における施策の企画・立案並びに実
施のための貴重な参考資料としている。
また、当省ホームページにて、主な随時報告の内容に対する厚生労働省の考え方を掲載
している＊1。
モニターの方々から、日々寄せられる報告のほか、2015（平成27）年度においては、
厚生労働行政に関するアンケートなどを行い、そのご意見を参考としながら、各種施策の
設計などを行った。
モニター会議については、2015年11月17日（東京都、8名参加、ハローワーク池袋
の施設見学）、12月14日（大阪府、10名参加、保育の現状と課題）で開催し、それぞれ
のテーマについて意見交換などを行った。

＊1	 「随時報告に対する厚生労働省の考え方」は、
	 http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/gyousei_monitor/kangaekata_h25.html
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	 第5節	 	政策評価などの取組み

	1	政策評価の取組み
厚生労働省における2015（平成27）年度の政策評価については、2012（平成24）年
度から2016（平成28）年度までを計画期間とする「厚生労働省における政策評価に関す
る基本計画（第3期）」に基づき実施しているところである。
基本計画では、PDCAサイクルを通じたマネジメントの向上及び国民に対する説明責
任の徹底に資する見地から目標管理型の政策評価を推進するとの政府全体の方針を踏ま
え、政策評価と行政事業レビューとの連携の確保などを盛り込んでいる。
2015年度は、事前評価として①個別公共事業（事業採択時）6件、②個別研究事業27
件、③規制の新設・改廃に係る政策24件、④租税特別措置11件に関して事業評価方式に
よりそれぞれ実施し、事後評価として①厚生労働行政全般にわたる施策（12の基本目標
及び70の施策目標からなる政策体系）のうち15件に関して実績評価方式により、②重要
施策6件に関して総合評価方式により、③個別公共事業（事業採択後5年経過時に継続中
のもの）21件、④個別研究事業712件、⑤新規事業の事前評価を実施した事業のうち事
業開始から3年を経過したもの6件、⑥成果重視事業1件、⑦租税特別措置4件に関して
事業評価方式によりそれぞれ実施した。
これらの評価結果については、作成後順次公表している＊2。

	2	独立行政法人評価の取組み
第186回国会において独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第66
号）が成立し、2015（平成27）年4月1日の施行に伴い、厚生労働省独立行政法人評価
委員会が廃止され、主務大臣が独立行政法人の業務実績の評価を行う仕組みとなった。
厚生労働省では、総務大臣が定める「独立行政法人の評価に関する指針」を踏まえ、外
部有識者の知見を活用するために「独立行政法人評価に関する有識者会議」及び「厚生労
働省国立研究開発法人審議会」を新設し、所管する中期目標管理法人及び国立研究開発法
人の業務実績の評価に際して、外部有識者からの意見聴取を行うこととしている。
2015年度は、共管法人3法人を除く18法人の2014（平成26）年度の業務実績の評価
を行うとともに、2014年度に中（長）期目標期間が終了した独立行政法人国立健康・栄
養研究所及び独立行政法人医薬基盤研究所（両法人は統合され、2015年4月から国立研
究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所として発足）、年金積立金管理運用独立行政法人、
独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政
法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行
政法人国立成育医療研究センター並びに独立行政法人国立長寿医療研究センターの中（長）
期目標期間全体の業務実績の評価を行ったところである。
また、2015年度に中期目標期間が終了する独立行政法人労働安全衛生総合研究所（独
立行政法人労働者健康福祉機構と統合され、2016（平成28）年4月から独立行政法人労

＊2	 「政策評価に関する計画／結果」は、
	 厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/keikaku-kekka.html
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働者健康安全機構として発足）の中期目標期間終了時の見直し等が行われた（第11章第
1節2（2）参照）。

	3	アフターサービスの推進
アフターサービス推進室の活動状況
アフターサービス推進室は、厚生労働省の制度や事業が本来の目的どおりに機能してい
るかどうか、国民の目線から調査・分析し、改善に結び付けることを目的として2010
（平成22）年9月に民間出身者を主たる構成員として設置された。
同室は国民、現場職員、専門家に対するヒアリング、各種資料やデータの分析を通じて
の調査・分析を行い、これまでに25件の調査を実施した（図表11-5-1）。改善提案等を
行った事項については、国民生活の改善に役立つよう、関係部局で推進が図られている。

	 図表11-5-1	 これまでの活動内容

（平成28年3月末現在）
調査案件 調査概要

1 女性医師の復職支援方法に関する調査
（平成23年3月）

女性医師支援センター事業を利用して復職した医師の意見や離職し
たままの医師の意見を聴取し、事業の更なる効率的・効果的運営を
検討し、改善提案を行った。

2 障害者雇用情報HP改善
（平成23年3月）

障害者のための雇用支援のホームページを見やすくすることを内容
とする改善提案を行った。

3
「退所児童等アフターケア事業」の推進に向けて－先行事例
調査に基づく提案－
（平成23年6月）

児童養護施設を退所した児童の支援事業に関し、事業が果たしてい
る役割や効果及び課題を明らかにし、所管課から各自治体へ調査結
果を情報提供するなどを内容とする改善提案を行った。

4 年金フロントサービス改善支援
（平成23年6月）

「日本年金機構の対応が悪い」「マナーが悪い」という国民の皆様の
声が多いため、更なる改善策を日本年金機構とともに検討し、年金
事務所の待ち時間を短縮するなどを内容とする改善提案を行った。

5 年金支払サービスの向上
（平成23年9月）

国民年金保険還付金等の支払いを早くするなどを内容とする改善提
案を行った。

6 労働基準行政の実態調査
（平成23年9月）

労働局・労働基準監督署の案内表示を見やすくするなど利用者の目
線での改善提案を行った。

7
仕事、住まい、生活に関するきめ細かな相談支援を実施す
るために－「本人記録用SOS窓口一覧」活用の提案－
（平成23年12月）

各ハローワークなどで活用してもらうリーフレットの改善提案を
行った。

8
健康診査・保健指導による生活習慣病予防対策－先進事例
についての調査－
（平成24年4月）

健康診査・保健指導によって生活習慣病予防対策として成果を上げ
ているケースについて調査し、先進事例を紹介した。

9 HIV/エイズ予防・支援活動を担っているNGOの実態調査
（平成24年7月）

HIV/エイズ予防・支援活動では行政とNGOなどとの連携が重要で
あることから、大都市圏にあるNGOの活動状況等を調査し、行政
とNGO間の連携の活動状況を紹介した。

10 厚生労働省の東日本大震災対応調査
（平成24年7月）

東日本大震災後の厚生労働省の初期対応の検証が求められる6分野
（①厚生労働省の対応体制、②医師、看護師等の被災地から求めら
れた人材の確保等、③高齢者・病人・障害者の避難所等への移送、
避難所等への必要な医薬品、医療機器等の配備、④義援金の早期配
分、⑤心のケアを含めた子ども・子育ての復興、⑥雇用の復興）を
中心に調査し、今後の緊急事態に速やかに対応できるよう課題・反
省点を踏まえた今後の対応について報告書にとりまとめた。

11
子どもを守る地域ネットワーク（「要保護児童対策地域協議
会」）の強化の推進に向けた調査
（平成24年12月）

虐待を受けるなど見守りが必要な子どもたちを守るためのネット
ワーク（子どもを守る地域ネットワーク）が関係機関と連携し、求
められている役割をより効果的に果たすことができるよう、事例の
収集を通じ、取組促進の提案を行った。

12 お薬手帳の電子化にかかる調査
（平成25年1月）

お薬手帳について、その紙版の普及状況及び電子版の推進状況を調
査し、普及促進を図る上での提案を行った。

13 職業訓練事例調査－就職率向上支援に向けた調査－
（平成25年4月）

都道府県から民間に委託している公共職業訓練のうち、より質の高
い職業訓練を確保し、就職率の向上支援を目的に、熱心に取り組ん
でいる職業訓練施設の工夫事例等をとりまとめた。

14 第三者行為による健康保険等の利用状況調査
（平成25年4月）

第三者行為による傷病治療における健康保険の利用状況等を調査し、
把握できる課題について関係部局と協働し、改善を行った。
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15
日本年金機構年金事務所フロントサービス改善のフォロー
アップ調査
（平成25年9月）

平成23年6月に改善提案した日本年金機構年金事務所フロント（窓
口）サービスについて、フォローアップ調査を行ったもの。改善状
況を確認するとともに、取組状況をとりまとめた。

16
シルバー人材センター事例調査－高齢者の就業機会の確保
に向けた調査－
（平成25年12月）

高年齢者の生きがいの充実と就業機会の確保・地域の活性化に努め
ているシルバー人材センターを調査し、その取組状況等についてと
りまとめた。

17 家庭的保育事業に関する調査
（平成26年3月）

家庭的保育者の確保を効果的に行っている自治体の取組事例を収集
し、その結果をとりまとめた。

18 訪問看護ステーションの事業運営に関する調査
（平成26年6月）

訪問看護事業所の事業運営上の課題を調査し、関係部局に改善提案
を行った。

19 健康づくりにかかる調査
（平成26年8月）

住民の健康増進・社員の健康づくりに取り組んでいる企業、地方自
治体を調査し、特定健診受診率の向上や医療費削減等効果のある取
組を収集し、その結果をとりまとめた。

20
保育士・保育所支援センターの取組事例に関わる調査
－保育士人材の確保を目指して－
（平成27年2月）

保育士・保育所支援センターにおける保育士の職場復帰支援にかか
る取組事例を収集し、その結果をとりまとめ、改善提案も行った。

21 生活困窮者自立支援法の施行に向けて－6自治体の取組－
（平成27年3月）

生活困窮者自立支援モデル事業に取り組んでいる地方自治体と事業
関係者を取材し、取組事例をとりまとめた。

22 労働基準行政等の実態調査に係るフォローアップ調査
（平成27年5月）

平成23年9月に改善提案した労働基準行政の窓口サービスについ
て、フォローアップ調査を行ったもの。改善状況を確認するととも
に、取組状況をとりまとめた。

23
薬局における先進的な取組に関する調査－ジェネリック医
薬品の販売を通じて－
（平成27年11月）

ジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っている7薬局について、
①ジェネリック医薬品の評価と採用、②調剤時における患者対応、
③服用後のアフターフォローの3段階に分けて取組事例をとりまと
めた。

24

自治体におけるひとり親家庭就業支援の取組内容に関する
調査－「母子・父子自立支援プログラム策定事業」を中心
とした取組について－
（平成27年12月）

母子・父子自立支援プログラム策定事業をはじめとするひとり親家
庭就業支援施策に積極的な自治体について、各種事業のメニューを
組み合わせた支援を進めるプログラム策定員の取組状況を中心にと
りまとめた。

25 ひきこもり地域支援センター設置運営事業に関する調査
（平成28年3月）

ひきこもり地域支援センターにおける相談や支援の状況等を調査し、
①窓口誘導のための取組、②相談対応、③家族への支援、④本人へ
の段階的な支援の4つの取組についてとりまとめた。
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